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表紙の写真「日本のミケランジェロ＝石川雲蝶」

　石川雲蝶【1814 年～ 1883 年】は、本

名を石川安兵衛と言い、江戸の雑司ヶ谷（現

在の東京都豊島区）で生まれた。若くして江

戸彫石川流の彫物師として名を挙げ、苗字

帯刀を許された。20 代で幕府御用勤めにな

り、「石川安兵衛源雲蝶」を名乗った。縁あっ

て三条の金物商・内山又蔵の招きに応じて、

越後の国に入り、住み着いた。雲蝶を知った

のは 2 年前で、その 5 月、「名工・石川雲蝶

の作品を堪能するバスツアー」に参加した。

　まず訪れたのは、「永林寺」。本堂に入ると、

そこは別世界だ。至る所に雲蝶作品が ･･･ そ

の数 25 点にのぼる。圧巻、壮観、いや絶景

と言うべきか。一番有名なのが「天女」で、

ふっくらとした 3 人の「美女」が楽器を奏

でている。観ても見飽きない。次は「西福寺」。

山門も必見。本堂の床には「埋め木」が施

され、欄間には彫刻、奥には襖絵も。ピカ

イチは開山堂の天井一面の大彫刻「道元禅

師猛虎調伏の図」。首が痛くなるほど見上げ

ねばならないが、圧倒されるとはこのこと

だろう。「もう、参りました」と言うしかな

い。続いて、「穴地十二大明神」へ。ここは

野外にある神社だ。子どもたちの遊び場で

もあり、ボールが当たって作品の一部が欠

けたりしているし、風雨に晒されるままに

「劣化」が進んでいる。雲蝶作品が野ざらし

同然になっているとは！最後は、「龍谷寺」。

欄間には透かし彫りの獏や麒麟（表紙）、唐

獅子、牡丹が嵌めこまれている。寄進者の

名前がつけられて競っているかのようだ。

　雲蝶作品は 1000 点ほどあり、1 点を除

くすべてが魚沼地方にあるが、公開されてい

るのはその一部に過ぎず、雲蝶と関わりが

あった個人の家に埋もれているものもある

ようだ。それにしても雲蝶、おそるべし！一

体、どうしたらこんな彫り物ができるのか？

想像してもわかるはずがなく、迷路にはまり

込んでしまう。この種のものとしては日光東

照宮が有名だが、雲蝶作品はそれを凌駕す

るといっていいほどの凄味と秀逸さがある。

なお、「ミケランジェロ」と言ったのは、テ

レビ番組でお馴染みの古美術鑑定家の中島

誠之助さんです。【佐々木 寛治（事務局長）】
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巻頭コラム

1. 事件の経過

1月 6日　鳥取ループが「復刻本」の販

売を予告するとともに、データを公開

2 月 8 日　復刻本（4 月 1 日発行）の

予約注文をアマゾンで開始

3 月 22 日　解放同盟員が横浜地裁に

出版・販売停止の仮処分を申し立てる

3 月 28 日　横浜地裁が仮処分を認め

る決定を出す

3月 29 日　東京法務局が「説示」する

4 月 4 日　解放同盟員が横浜地裁相模

原支部にリストの削除の仮処分を申し

立てる

4 月 18 日　横浜地裁相模原支部がサ

イト削除を命ずる仮処分（出版・放送

などでの公表も禁ずる）決定を出す

4 月 19 日　解放同盟員ら 211 人が 1

人 110 万円（総額 2 億 3 千万円）の損

害賠償を求めて東京地裁に提訴

7月 5日　第 1回口頭弁論（東京地裁）

　　

2.「鳥取ループ」との論争～ブロ

グ「ストーン・リバー」より～

　個人ブログ「ストーン・リバー」で

「『鳥取ループ』に告ぐ」と題した記事

を載せたところ、「鳥取ループ」およ

びその関係者からコメントが書き込ま

れ、ちょっとした「論争」になりまし

た。彼らがどんな考え・意図のもとに

こんな事件を起こしたのか、その一端

「部落地名公開事件」の

その後
佐々木 寛治（事務局長）

が読み取れると思いますので、そのま

ま転載します。

　なお、● Commented by sayamaziken

の部分は私のコメントです。

「鳥取ループ」に告ぐ【2016-04-21 

17:19】

　「鳥取ループ」（示現舎）が、80 年

前の被差別部落の調査資料「全国部落

調査」のデータをインターネット上に

掲載した件で、横浜地裁相模原支部は

部落解放同盟の「差別を広げるものだ」

とする申し立てを認める「仮処分」を

おこなった。このいわゆる「部落地名

総鑑」のインターネット版によって、

インターネットにつなぐことができれ

ば、誰でも・いつでも全国の被差別部

落の所在地に関する情報をタダで手に

入れることができる。

　豊中でも毎年のように「同和地区問

い合わせ」事件がおきているように、

どこに部落があるのか？どこが部落

か？ということを知りたい人は後を絶

たない。もちろん、それは差別をなく

すためにではなく、部落を避けたい、

関わりたくないという差別意識からの

行為だ。だから、こうした人たちにとっ
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ては、この情報はありがたいことはま

ちがない。すでに情報はあちこちに広

がっている。そして、それは結婚や就

職などの身元調査に密かに使われるか

もしれない。その結果、出自があばか

れ、差別事件が起こることも避けられ

ない。

　「鳥取ループ」は言う。「全国部落調

査の出版は差別ではなく、差別につな

がるとも考えていない」「全国部落調

査の出版妨害こそ差別であり、人権侵

害である」「隠すことこそが差別の原

因になっている」と。部落の所在地を

公開することによってどんな事態がお

こるのか、ちょっと想像しただけでわ

かるはずだ。しかし、彼らはそんなこ

とには「関心」がない。「隠すこと＝

差別」という間違った物差しでしか、

部落問題を見ていない。私たちは所在

地を「隠している」のではない。部落

問題の解決につながるのであれば、き

ちんと明らかにしている。

　部落差別はなぜ起こるの？所在地を

公開しないことが原因だって？公開す

れば部落差別はなくなるって？ウソ

でしょう？マジでそんなことを信じて

いるの？無知をさらけだして恥ずかし

くないの？ほんとにオメデタイ人たち

だ。部落問題をまともに考えていると

はとても思えない。人々の差別意識を

刺激し、部落差別をあおることを平気

でする、これは明らかに「犯罪」だ。

速やかに「仮処分」に従い、データを

削除し、過ちを認めて謝罪すべきだ。

コメント

◆ Commented by miyabet at 2016-

04-21 21:56 

　鳥取ループです。このくらいの事を

しないと、これからも議論から逃げ続

けていたでしょう。次の世代のために

は、50 年も 100 年もタブーにしては

いけないのです。鳥取、大阪、滋賀の

同和地区マップを公開しても大きな問

題は起きませんでした。もっと楽観的

になるべきです。仮処分の内容は既に

履行しました。しかし、データは各所

に散らばって私も把握できないので、

もう意味はありません。

◆ Commented by 聖代橋 at 2016-04-

21 22:18 

＞部落問題の解決につながるのであれ

ば、きちんと明らかにしている。
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Ｈ小学校事件でＭが O 先生の父親の出

自を暴いたのも「部落問題の解決につ

ながる」からでしょうか？だとすれば、

Ｍの行為は「部落問題の解決につなが」

りましたか？部落解放同盟が具体的に

どのような基準で「部落問題の解決に

つながる」か否かを区別しているのか

教えてください。 

● Commented by sayamaziken at 

2016-04-22 07:02 

　コメント、ありがとうございます。

「これくらいの事」とは思えません。

とても大きな事です。タブーにしない

ことはその通りですが、こうした事は

意味が違います。「楽観的」になれた

らいいですが、現実がそうはさせませ

ん。後始末はできない？責任放棄です

か？ひょっとしたら、それが「目的」

だったのではないですか？

　個別の事件は把握していませんの

で、コメントできませんのでご了承く

ださい。「基準」については、私自身

としては、ケースバイケースとしか申

し上げられません。それを誰が決める

のかということになろうかと思います

が、双方の関係性によって自ずから決

まるもので、厳格な線引きがあるわけ

ではありません。

　私には「地名の公開」が、どうして

部落問題の解決につながることになる

のか、全く理解できません。ぜひ、教

えていただきたいと思います。

◆Commented by 通りすがり at 2016-

04-22 07:39 

　いやいや、「地名の公開」が、どう

して部落差別になるのかと。その地名

を理由にして差別を行う人間が悪いの

であって、資料を公開した人間を差別

者とする考え方こそが差別だよ。

◆ Commented by miyabet at 2016-

04-22 08:28 

　「現実がそうはさせません」という

ことは、あきらめて現実を受け入れ

るということです。しかし、私は現実

を変えたいと思っています。少なくと

も、部落の地名を言ったり、調べたり

すると糾弾されるような現状は、部落

を特別視させる結果にしかなっていま

せん。それをさせないためには、公開

のものという既成事実を作る必要があ

ります。 

● Commented by sayamaziken at 

2016-04-22 09:39 

　「地名を理由にして差別をする」の

は悪いことですが、その地名を提供

する人は悪くはないのですね。差別に

利用されることを知りながら、なぜそ

うするのか理解できません。差別が起
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こる現実を変えたいと私も思っていま

す。だから、差別の現実をあきらめて

受け入れる気はないし、微力ですが、

日々努力をしているつもりです。

　特別視は、地名に関わっておこるも

のではないと思います。部落差別がな

ぜ起こるのか、根源的な理由は私にも

わかりませんが、部落差別がたどって

きた歴史にあることは間違いないと思

います。地名だけにこだわり、そこに

問題を焦点化するのは、木を見て森を

見ないことではないかと思います。

　公開によって引きこされる事態をど

う引き受けるのかという問題もありま

す。おそらく、それは無限責任になる

はずです。ぜひ、そのこともお考えい

ただきたいと思います。 

◆ Commented by miyabet at 2016-

04-22 10:50  

　公開によって引きおこされる事態を

どう引き受けるのか…例えは悪いです

が、誰かが「ババ」を引かないといけ

ません。そうでなければ、永久に秘密

なのか公開なのかあやふやな状態を続

けることになります。解放同盟にその

勇気がないから、私がやったのです。

東京新聞にも答えましたが、もし「部

落」というものが、平家の落人部落や

忍者の隠れ里のように観光名所になれ

ば素晴らしいと思いませんか。 

● Commented by sayamaziken at 

2016-04-22 15:34  

　あえて「ババ」を引いたというわけ

ですか。ということは握った「ババ」

をどうするのか、そこまで考えてのこ

とですよね。確信犯なのですから、しっ

かりお示しいただきたいです。部落

は「観光名所」にはならないでしょう。

なぜなら、近づきたくない、関わりを

持ちたくないというのが、多くの人の

本音だからです。それが所在地（地名）

を公開することによって「変わる」こ

とは全く期待できないと思います。逆

の結果しかもたらさないでしょう。な

ぜ、公開が部落解放につながるのか？

理解できません。

◆ Commented by 聖代橋 at 2016-04-

22 18:00  

　『同和と在日 6』（2012 年）32-33 頁

からの引用です。今日に至るまで、部

落解放同盟の方々は下記の矛盾を合理

的に説明できていません。これが最大

の論点なのではありませんか。

 ＞「寝た子を起こすな」とかつては

勇ましく地区名を明かし差別と貧困解

消を訴え、奨学金、住宅貸付金、固定

資産税の減免措置を得てきた。

 ＞ところが今になって、それが差別

だ、地区名どころか隣保館の設置条例
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まで隠せという現実。しかも「無関心

なのが差別を助長する」彼らは、こう

も訴えた。

(1)「寝た子を起こすな」論で行くなら、

部落問題はもう終わったものとし、被

差別部落を特定する情報の流布を認め

ない代わり、優遇措置も諦めなければ

ならない。（全解連・人権連の立場が

これですね）

(2)「寝た子を起こせ」論で行くなら、

部落問題は今なお深刻であるとし、優

遇措置の恩恵にあずかる代わり、被差

別部落を特定する情報の流布は認めな

ければならない。（かつての部落解放

同盟はこうでしたね。情報の流布を認

めるどころか、「狭山同盟休校」や「部

落民宣言」に見られるように、むしろ

積極的に推進していました）

　まとめると、今の部落解放同盟は

「寝た子を起こすな」論と「寝た子を

起こせ」論のいいとこ取りをしようと

している、そこに理論的な脆弱さがあ

るのではないでしょうか。「森田益子

による身元暴きはきれいな身元暴き。

鳥取ループによる身元暴きは汚い身元

暴き」という言い分は成り立たないで

しょう。 

◆ Commented by sayamaziken at 

2016-04-22 20:26  

　部落解放運動は「寝た子起こす」と

の闘いでもあったと思うし、それは今

もなお核心的な課題としてあります。

振り返れば、「特措法」による「地区

指定」を受け、同和対策事業が実施さ

れた時が、大きなチャンス（分岐点）

だったと思います。その時であれば「公

表」は可能であったと思います。しか

し、そういうところまで事態は進みま

せんでした。その時点では、そのこと

が部落解放運動にとって戦略的な意味

を持っているとの認識は希薄だったの

でしょう。また、部落問題のとらえ方

においても、差別・被差別の二分法が

優勢でしたから、部落外との関係をど

うこうするという問題意識は希薄だっ

たことが影響していたと思います。

　だから、指摘にはうなずく点もあり

ますが、それは今の時点だから言える

ことで、当時、そうした問題提起をす

る人はなかったのではと思います。そ

の意味では、運動の限界を時代を超え

てどうのこうのと言っても意味がない

と思います。もちろん、批判の自由は

ありますが。

◆ Commented by uesugi77 at 2016-

05-10 23:33 

　私的な会話の一部分や、出所不明の

落書きなどを取り上げて大規模な糾弾

を繰り広げてきたのだから、外部住民
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が「関わりたくない」「そういう地域

に住みたくない」と考えるのは、リス

ク回避として当然ではありませんか。

しかも暴力を伴った糾弾行為について

の謝罪も、公式にすることがない。つ

まり今後も同様のことを起こす可能性

があるわけです。解放同盟が過去の糾

弾を謝罪するのでなければ、こわい意

識は絶対に消えません。 

● Commented by sayamaziken at 

2016-05-11 08:03 

　そのような「見解」は珍しくはあり

ませんが、それ自体、とても偏ってい

ると思います。「糾弾」＝「暴力」で

はありませんし、そのような認識を誰

もが持っているわけでもありません。

意図的に流布され、拡散され、「真実」

のごとくに定着した部分が大きいと思

います。また、「こわい」意識も「糾

弾」から派生したものではないと思い

ます。水平社が創立される以前から、

もっと言えば、部落差別なるものが生

まれると共に刻印されていたと思いま

す。単純に切り分けるのは心地いいか

もしれませんが、重大な誤謬を孕んで

いることもあることを知るべきでしょ

う。

◆ Commented by 被糾弾者の本音 at 

2016-05-12 08:21 

＞「糾弾」＝「暴力」ではありません

私が糾弾を受けた時も、そのように言

わされました。本心と正反対のことを

ね。「私は差別者です。申し訳ありま

せん」「同盟の方々がなさっているこ

とは、暴力ではありません」と。なぜ

なら、そうしないと糾弾が終わらない

ですから。解同には「糾弾をどこまで

続けるか決める」「糾弾をどこまで拡

大するか決める」という権力がありま

す。その権力を使って解同の望むこと

を言わせているわけです。構図として

は、ストーカーがターゲットに刃物を

突き付けて「俺を愛しているか？　正

直に言え」と迫るのと同じです。自分

を守るためには誰しも「あなたを愛し

ている」と言わざるを得ない。しかし

それを聞いて「ああ、俺は愛されてい

るのだ」と満足するのは狂人だけです。

こんな行為に、教育的効果があるわけ

がないですね。

　解同は「糾弾こそ解放運動の生命線

である」と言いつつ、「部落差別は今

なお深刻な問題である」とも言ってい

ます。長年の糾弾闘争にもかかわらず

部落差別が今なお解消できていないと

すれば（何をもって「部落差別の解消」

と見るかは定義がないので「部落差別

は今なお深刻な問題である」という便

利なフレーズは永久に利用できるわけ

ですが）、それは糾弾に教育的効果が

ないのが大きな原因である、というこ
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とになぜ思い至らないのでしょうか。

（続く） 

◆ Commented by 被糾弾者の本音 at 

2016-05-12 08:23 

（続き）解同は狭山事件における「自

白の強要」を問題にしています。し

かし解同が被糾弾者を締め上げる手口

は、狭山事件で警察や検察が石川一雄

を締め上げた手口とそっくりそのまま

同じです。矢田事件で教師たちを脅し

て「私は差別者です」と言わせた解同

と、狭山事件で石川一雄を脅して「私

が犯人です」と言わせた警察や検察

と。両者は鏡に映したようにそっくり

です。

　私から虚偽の「差別告白」を引き出

した解同の役員連中はご満悦でした。

矢田事件で虚偽の「差別告白」を引き

出した大阪府連の連中も、さぞ満足

だったことでしょう。しかしその満足

の内容は、関源三や長谷部梅吉の満足

感とそっくり同じであることを自覚す

べきです。 「王様のお召し物は立派で

すね」と阿諛追従されて悦に入ってい

る裸の王様の満足感、とも言えましょ

う。

　最後にもう一つ指摘しておきます

が、物理的暴力だけが暴力というわけ

ではありません。私は今でも、解同に

よって精神的にレイプされたと考えて

います。糾弾の教育的効果なるものの

実態、かくのごとし。 

● Commented by sayamaziken at 

2016-05-12 20:27 

　コメントをいただき、ありがとうご

ざいます。どういう方か全くわからな

いので当惑もしていますが、お返しを

したいと思います。いわゆる「暴力的

な糾弾」の体験者ということですが、

おそらくそれは「事実」なのでしょう。

というのは、私にはその成否を判断す

ることができないからです。ですから、

そのように受け止めたいと思います。

おっしゃるように糾弾には絶大とも思

えるような力があります。それを「権

力」と呼ぶ人もいますが。でも、それ

はある日突然に降ってきたものでしょ

うか？そうではないです。長い間、差

別に呻吟してきた部落民がその桎梏を

跳ね返すべくあげた鬨の声に端を発し

ているのだと思います。そのことを抜

きに「糾弾」を云々することはできな

いと思います。それが時代の変遷の中

で、「行き過ぎ」や「過ち」もあった

かもしれません。しかし、だからと言っ

て「糾弾＝悪」とするのは間違ってい

ると思います。あやまってる現実を是
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インターネットと

子どもの性問題行動

野坂 祐子（評議員）

評議員のページ

　アジアの犯罪に関する国際学会に出

席するため、北京に行ってきた。10

代最後の夏に、初の海外旅行先として

中国に 1 カ月間滞在して以来、20 数

年ぶりの北京。露店と自転車に溢れて

いた街は、高層ビルが建ち並び、路上

は自動車で混雑し、地下には地下鉄路

線が巡らされてすっかり様変わりして

いた。郊外から中心部を望むと、大気

汚染の影響もあるのか灰色のモヤがか

かってみえたが、街中に身を置いてし

まうとさほど気にならず（ひっきりな

しに走っている車に気をつけるので精

一杯）。とはいえ、数々の歴史的建造

正するには「行き過ぎ」が不可避なこ

とは部落問題に限りませんから。

　狭山事件とも関連付けておられます

が、国家権力と運動団体とを混同した

物言いは、それ自体おかしいことは自

明だと思います。解放同盟がどのよう

な「力」を持っていたとしても、国家

権力のそれとは雲泥の違いがあるし、

それは「権力」と呼べる代物ではない

ことは明らかです。この点は、峻別し

てほしいと思います。

　トラウマがまだおありだということ

については、深く心に留めたいと思い

ます。どうすればいいのか、私にもわ

かりませんが、可能なことなら「対話」

をすることではないかと思います。

◆ Commented by miyabet at 2016-

05-11 22:18 

　でも、全国部落調査は発行禁止なん

ですよね。権力側には寛容であれと

言っておきながら、自分たちは誰より

も不寛容。狭山事件の証拠開示にして

も、特定秘密保護法にしても、権力側

には公開しろと言っておきながら、自

分たちは誰よりも秘密主義。そのよう

なダブルスタンダードに違和感を感じ

ませんか？ 

● Commented by sayamaziken at 

2016-05-12 08:18 

　「ダブルスタンダード」ですか？何

と何とを比較しておられるのでしょう

か？そもそも権力側と非権力側とは峻

別すべきでしょう。それを一緒くたに

するのは、言葉が悪いですが、「味噌

も糞も ･･･」の類だと思います。もち

ろん、miyabet さんは解放同盟を「権

力」同様に見なしておられるのですか

ら、そうした誤謬も止むを得ないのか

もしれませんが。

ブログ「ストーン・リバー」　

⇒　http://burakusabe.exblog.jp/
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物は、四半世紀程度の時の流れの影響

を受けるべくもなく、かつてと変わら

ぬ迫力で圧倒された。

　学会では、思春期の子どもの性加害

行動に対する取り組みを報告した。か

つては「年頃の男子なら当たり前」と

見過ごされがちだった行動も、ここ

10 年で「性暴力」として認識される

ようになった。その背景には、そうし

た子どもから被害を受けた子どもたち

が声を上げられるようになり、性暴力

がもたらす影響の深刻さに社会的関心

が向けられるようになったことが大き

い。同時に、性加害をする子どもに対

して適切な支援をすれば、問題の多く

は改善され、成人後に性犯罪者になる

わけではないという欧米の実証研究も

蓄積されつつあり、大阪においても性

加害をした少年への介入は積極的にな

されている。

　子どもの性加害行動は、おそらく以

前から存在しており、最近になって現

れた問題ではない。しかし、インター

ネットやスマホ等によって容易に性刺

激にさらされ、SNS による性情報（性

的画像や交渉）の共有が可能になった

ことが、少年の性加害行動を後押しし

ているのも事実である。性加害をする

少年のほとんどがネット等での性情報

にアクセスしている。学会でも、日本

のネット環境について質問され、アジ

ア諸国でもネット制限の是非が大きな

問題になっていることがうかがえた。

議論では、性情報へのアクセス制限の

みでは問題解決にならないという意見

が主であり、制限を否定する根拠とし

て、中国のある都市で、親が子どもの

性 問 題 行 動 に 対 す る 地 域

内 で の サ ポ ー ト モ デ ル 図

（Nosaka, 2016）

家族の心身の安全感を高め

る／性問題行動に関連する

家族のニーズを把握する／

子どもの満足感と強みを強

化する／家族の満足感と強

みを強化する／地域で関わ

る人たちの満足感と回復力

を高める／家族との良好な

関係づくり／関連機関との

良好な関連づくり
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ネット使用を厳重に制限したことが原

因で子どもが自殺に至った事例も報告

された。

　だが、ここで問題なのは、ネット使

用の可否ではない。たしかに、日本の

現状のように、性犯罪と性行為を混同

したようなポルノに子どもがさらされ

ている状況は、子どもへの性的虐待と

も捉えられ、改善を要するものである。

しかし、上述の事例でいえば、そもそ

も子どもがそこまでネットに依存する

状態になっていた理由や、ネットにハ

マらざるを得ない子どもの心境に対し

て、一方的な行動管理だけで関わった

親の態度にこそ注目すべきだろう。性

であれ薬物であれアルコールであれ、

依存行動は何らかの苦痛を緩和させる

効果がある。そこからの離脱に求めら

日本の子守唄
桑高　喜秋（理事）

　5 月に孫が生まれました。6 人目の

孫です。こまめに手伝いに行きますが、

母親の手が離せない時には、赤ちゃん

を寝かしつけるのが僕の役割。「じい

じは寝かせるのがうまいから…」とお

だてられて、赤ちゃんを押し付けられ

ます。

　抱いて揺すりながら子守唄を聞かせ

るのが僕の流儀です。シューベルトの

子守唄、モーツアルトの子守唄、アイ

理事のページ

れるのは、禁止や制限ではなく、本人

の「苦痛」をわかろうとする共感的な

関わりと、別の方法で気持ちを満たす

スキルの教育である。

　性加害行動に至る子どもの多くは、

たしかにネットにハマり、性刺激を求

めてやまない。それが性暴力の引き金

になっているのは確かだが、そうした

事態に陥った原因は、日常生活のつま

らなさや満たされなさ、勉強のプレッ

シャーや対人関係のトラブルにある。

「ネット使用を厳重に制限する」こと

に限らず、子どもの楽しみや生きがい

を「成績」や「受験」を盾に無視した

り、親の望む「よい子」像を押しつけ

て子どもの自由を奪っている親は少な

くない。そうした親の価値観や養育態

度を煽る社会の圧力もあるだろう。こ

うした親の制限から逃れるために性刺

激にハマッていくという悪循環のなか

で、少年の性加害行動は生じている。

　結局のところ、肝心なのはネットで

はなく親子関係であり、その家庭を支

える社会のありようといえる。時代が

流れようとも、かつてと変わらぬもの

はここにもある。
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ルランドの子守唄、コサックの子守唄

など西洋のものから、江戸子守唄、五

木の子守唄、島原の子守唄、竹田の子

守唄など日本のものまで、知っている

唄を片っ端から歌って聞かせます。た

いてい 5 曲目ぐらいですやすや寝てく

れますが、今度は僕のほうが悦に入っ

てしまって全曲を歌い切るまでやめな

いのでみんなから笑われます。

　今日もそんなふうに歌いながら、ふ

と気が付いたことがあります。西洋の

子守唄の歌い手は母親か父親なのに、

日本の子守唄はそうではないというこ

とです。『ゆりかごのうた』や『わら

びがみ』などの新しい唄は別にして、

古くから歌い継がれてきた日本の子守

唄の歌い手の多くは子守り奉公に出さ

れた子どもたちです。

　そうか！「子守り」が歌う唄だから

「子守唄」か。そういえば西洋では「子

守唄」とは言わないで「ララバイ」。

ララバイの原語は「あやす」とか「静

める」の意味だから、なるほどそれで

西洋の唄は親がわが子をあやして寝

かせる唄になるわけか。「そんなこと、

今ごろ気が付いたんか！」と叱られそ

うですが、気が付いてしまったものは

仕方がありません。そこで今回はよく

知られた日本の子守唄について、いく

つか考えてみたいと思います。

『中国地方の子守唄』

1. ねんねこ　しゃっしゃりませ　

寝た子の　かわいさ

起きて泣く子の　ねんころろん　

つら憎さ　

ねんころろん　ねんころろん

2. ねんねこ　しゃっしゃりませ

　きょうは二十五日さ　

あすはこの子の　ねんころろん

　宮参り

　ねんころろん　ねんころろん

3. 宮へ　参ったとき　なんとゆうて

　拝むさ

一生この子の　ねんころろん

まめなよに

ねんころろん　ねんころろん

　「起きて泣く子の　つら憎さ」とは

ありますが、この唄は、母親がわが子

に歌っています。西洋のララバイと同

じように、つつがなくこの子が育ちま

すようにとの願いが込められています

ね。

『江戸子守唄』

ねんねんころりよ　おころりよ

坊やはよい子だ　ねんねしな

坊やのおもりは　どこへ行た

あの山こえて　里へ行た

里のおみやに　何もろた

でんでん太鼓に　笙の笛

叩いて聞かすに　ねんねしな

叩いて聞かすに　ねんねしな



じんけん　ぶんか　まちづくり第 52 号

14

　この唄も母親が歌っていますが、坊

やのお守りは「あの山越えて里へ行っ

た」とありますので、いつもは子守り

奉公の娘がこの子のお守りをしている

のがわかります。このように、昔は貧

しい家庭の子は「口減らし」で奉公に

出されました。男の子なら「丁
で っ ち

稚奉
ぼうこう

公」、

女の子なら「子守り奉公」が相場でし

た。昔と言ってもそれほど古い話では

ありません。実際、ぼくの父親も小学

校卒業と同時に紙屋さんに丁稚奉公に

行きました。「丁稚」というのは雑役

係の子供のことで、「年季奉公」といっ

て 3 年とか 5 年とか住み込みで働くの

です。「働く」といっても、子どもで

すから給金はありません。飴玉を買う

程度の「おこずかい」が関の山だった

そうです。実家に帰れるのは盆と正月

の 2 回だけ。それを「藪
や ぶ い

入り」と言い

ます。藪入りには雇い主側でもふんぱ

つして、奉公人に着物や下駄を新調し

て着せてやりました。

　さて、この子守唄の「おもり」さん

も藪入りで「あの山越えて」里に帰り

ました。きっと新しい着物と下駄をい

ただいたのでしょう、里から戻るとき

には「坊や」のためにと、両親がおみ

やげを持たせてくれました。でんでん

太鼓と笙
しょう

の笛です。

　「でんでん太鼓」というのは竹など

の柄に紙製の小さな太鼓をつけたおも

ちゃで、柄にくくりつけた 2 本のヒモ

の先に豆のおもりがついていて、竹の

柄を握って回すとピンと張った紙に豆

が当たって「でんでん」となるアレで

すね。しかし、「笙の笛」は何でしょ

う。神社の祭りの雅楽で吹く笙？いえ

いえ、そんな高価な楽器が少女の親に

買えるはずがありません。ここでいう

「笙の笛」というのは、村祭りで吹く

篠
しのぶえ

笛のミニチュア版のようなもので、

音も１つか２つ出すのがやっとという

子ども用のおもちゃのことらしく、伊

勢参りの土産品にもあったとか。

　それはさておき、『江戸子守唄』に

出てくる「主人」と「奉公人」との関

係は、なかなかうまくいっているよう

に僕は感じますが、いかがでしょうか。

『五木の子守唄』

1. おどま盆ぎり盆ぎり　

盆から先ゃおらんど

盆が早よ来りゃ　早よもどる

2. おどまかんじんかんじん

あん人たちゃよか衆
し

よか衆
し

よか帯　よか着
き も ん

物

3. おどま打
う っ ち

死だちゅうて　

誰
だい

が泣いてくりゅか

裏の松山　せみが鳴く

4. せみじゃござんせぬ　妹でござる

妹泣くなよ　気にかかる

5. 花は何の花　つんつん椿

水は天から　もらい水
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は寺社建立のために寄付を集めて回る

ことを意味しましたが、転じて「物乞

い」を指すようになりました。

3. うちらみたいなもん　ぽっくり死

んでしもたかて誰も泣いてもくれ

へん。ああ、裏の松山でセミが鳴

いてる。

4. いいや、あれはセミやない　うち

の妹や。頼むから泣かんといて、

来年もどってくるまでずっと気に

なってしょうがないやんか。

5. あそこに咲いてるきれいな花は何

やろ？つんつん椿さん、お水やり

たいけど家に井戸はあれへん。ご

めんな　雨が降るまで辛抱してや。

　このように被差別のなかから生まれ

た子守唄はほかにもあります。1970

年ごろにフォークソンググループ「赤

い鳥」が発掘して一世を風靡した『竹

田の子守唄』もそのひとつです。京都

の被差別部落に伝わる唄ですね。

『竹田の子守唄』

1. 守りもいやがる　盆から先にゃ

雪もちらつくし　子も泣くし

2. 盆が来たとて　なにうれしかろ

かたびらはなし　帯はなし

3. この子よう泣く　守をばいじる

守も一日　やせるやら

4. はよも行きたや　この在所こえて

向こうに見えるは　親のうち

向こうに見えるは　親のうち

　『江戸子守唄』では、盆・正月の藪

　こちら

の歌い手

は明らか

に子守り

の女の子

です。主

人と奉公

人との関

係はとい

うと『江戸子守唄』の場合とはガラリ

と変わっています。

　熊本県の五木はその昔、平家の落人

の集落として執拗な差別をうけてきま

したが、「地
じ と う

頭」と呼ばれる大地主の

ところで働く「名
な ご

子」たちは子どもを

奉公人として差し出すことを強要され

たようです。

　待ちに待ったお盆がきて、子守りか

ら一時解放されて女の子は実家に戻っ

てきました。女の子には幼い妹がいま

す。この唄はその妹に聞かせているよ

うにも、また独り言のようにも受け取

れますが、難解な言葉もありますので

唄の意味を関西弁でたどってみましょ

う。

1. うちが（＝おどま）この家にいら

れるんは盆の間だけやさかい　盆

から先はおらへんで。妹よ、来年

のお盆が早ようくりゃ早ようもど

るから、それまで待っといてな。

2. うちらはどうせ「かんじん」や。

うちが背たろうてるあの子らは

「ええとこの衆」や。ええとこの

衆はええ帯にええべべ着せてもろ

て、ほんまにええなあ。

＊かんじんは「勧進」と書いて、本来
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聞こえたかい

3. だんなよう聞け　お家さんも聞け

守りをきつすりゃ　子にあたる

聞こえたかい

4. 子にあたれば　そぶつにあたる

たけの短い　身のせまい　

聞こえたかい

　

　この子死んでも墓へはやらぬ　焼い

て粉にして白湯でのむ…なんと激しい

情念でしょう。「聞こえたかい」とあ

るように、この唄は敢えて雇い主に聞

かせようという意思をもって歌われて

います。しかし本当に聞かれてしまっ

たらその仕返しに「たけの短い着物（＝

そぶつ）を着せられて、肩身の狭い思

いをさせられる」ということもわかっ

ているのです。わかっちゃいるけど言

わなきゃいられない…そういう根性の

座った子守唄だと言うべきでしょう。

　この唄は 1984 年に刊行された『人

間の血は涸れず』の 28、29 ページに

収録されていますので、楽譜とともに、

聞き書きを抜粋します。

「子守り　　ある古老のはなし」

（略）わたしはな、朝早ようおきて、

守りをしている家へいって、ご飯の

下たきつけて、ご飯こしらえして、

家の人といっしょに食べました。そ

れから、あとかたづけして、家の人

がめいめいの仕事にでたあと背中に

子どもをくくりつけて、そこらの「そ

うじ」をすませて、（子守りの）友

だちがさそいに来てくれるのを待ち

ました。一日中子どもをくくりつけ

入りになると主人は奉公人に着物と下

駄を新調してくれましたが、『竹田の

子守唄』では「かたびら（＝着物）も

帯もなし」。年がら年中「ただ働き」だっ

たことがうかがえます。雪の降りしき

るなか、泣きたいのを必死にこらえな

がら、ひたすら年季の開けるのを待ち

侘びている幼い女の子の子守り姿が心

に迫ってきます。

　もちろん、丁稚や子守りの奉公人を

雇う側にもやむにやまれぬ事情があり

ました。大地主は別にして、職人や商

売人、農家にしてもみな家族労働です

から乳飲み子を背負っての重労働は骨

身にこたえます。奉公人を雇うことで、

女性も一家の暮らしを支える大黒柱と

なり得たのです。とは言え、10 歳そ

こそこの子どもたちが親の家を出て見

ず知らずの家で住み込みで働くのはさ

すがに厳しいものがあります。日本の

子守唄はそうした子供たちの心情をよ

く表しています。

　さて、ここまではそうした子供たち

の「健
け な げ

気に耐え忍ぶ姿」を見てきまし

たが、最後に、耐え忍ぶだけではない

彼女たちの姿を紹介します。それが豊

中の被差別部落に伝わる子守唄です。

『豊中・南の庄の子守唄』

1. ねんねんする子に　赤いべべ着せて

ねんねんせん子に　縞のべべ

聞こえたかい

2. この子死んでも　墓へはやらぬ

焼いて粉
こ

にして　白
さ ゆ

湯でのむ
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2016 連続講座「橋のない川」と部落問題とその運動を考える

第２講「橋のない川」と住井すゑの世界

お話：黒川みどりさん（静岡大学教員）

2013 年にスタートした連続講座も今年で 4 年目を迎えました。今年は住井すゑ

原作、今井正監督作品『橋のない川』の上映を第１講に、第２講は黒川みどりさん、

第３講は灘本昌久さんにお越しいただきました。今井作品の『橋のない川』は、な

かなか見ることができなかったためか、上映会の参加者は 80 名を超えました。第

２講では映画の中で部落民がどのように描かれているのか、また、92 年に製作さ

れた東陽一監督作品と重ね合わせてみえてくるものは何かなどを黒川みどりさんに

お話いただきました【文責：森山輝子】

て遊んどったけど、べつに苦になら

なんだ。日が暮れたら子どもおろし

て、夕飯食べて、あとかたづけして

風呂へ入ってからわが家にもどって

きますねん。給金いうて、べつにも

らわへん。「そぶつ」いうて、盆や

正月に着るもんこさえてもろたり、

下駄買うてもろたりするだけで、ま

あ、口減らしですわな。（略）子守

りがうとうてた節には、唄のしまい

に「聞こえたかい」というのがつき

ますねん。自分らの気持ちを、やと

うている者に聞いてもらいたかった

んですなあ。（以下略）

　通りを参議院選挙の街宣車が走って

行きました。「民族の誇りを取り戻し、

自前の憲法を！」と声高に主張してき

た政党が、急に「憲法」を口にしなく

なりました。

　「日本人である前に人間でありたい」

…僕はそう思います。孫の寝顔を眺め

ながら「戦争で人を殺すような人間に

だけはならないでほしい」と願うじい

じです。

映画『橋のない川』

　今井正作品は第一部が 1969 年、第

二部が 1970 年です。

　ご承知のように、この映画は部落解

放同盟が当時、差別映画だということ

で、第二部をめぐって上映阻止闘争を

やりましたので、今井作品の『橋のな

い川』はずっとお蔵入りをしてきまし



じんけん　ぶんか　まちづくり第 52 号

18

た。原作は住井すゑです。住井すゑは

1997 年に 95 歳で亡くなりました。

　『橋のない川』はもともと 1959 年か

ら 1960 年にかけて、部落問題研究所

が出している雑誌『部落』に連載した

ものが本になり、そのあと書き継がれ

ていったものです。第7部まであって、

新潮文庫になっています。住井すゑは

それで終わるつもりはなかったので、

死後、第 8 部と書かれた原稿用紙が残

されていたそうです。このあとも彼女

は書き継ごうとしていたから、第 7 部

の終わり方はかなり後味が悪い終わり

方になっているように思います。第 7

部まであわせて 800 万部以上読まれた

ロングセラーです。

　監督の今井正は 91 年に亡くなって

いますが、東京広尾の住職の子として

生まれました。今井正は日本共産党員

で、そのことが上映阻止闘争にも大き

く関わっていきます。作品の如何とい

うよりは、部落解放同盟と共産党が対

立を強めているなかで、一つには監督

が共産党員だったということにより、

『橋のない川』はいわゆる政争の具に

なってしまったととらえていいのでは

ないかと思います。

　今井監督は、新日本出版の『今井正

の映画人生』という本のなかで、「『橋

のない川』という題名は、一方の岸か

らは未解放部落の人たちが、また他方

の岸からはその同盟者たらんと志して

る人びとが、両方の岸から差別を根絶

するために橋をかけることを念願とし

て、原作者の住井さんがつけられた題

である。できあがった映画にはもちろ

ん、色々な欠点があることも私もよく

知っている。しかしあの映画を観た人

のなかで、差別はいいことだなどと思

う人が一人でもいるだろうか。みな、

差別を生み出す社会を憎み、怒りを燃

やし、これを打ち破りたいと思うだろ

う」と語っています。

　そういうふうに原作を受け止めて、

この映画を作ったということです。

上映までの背景

　住井すゑは明治 100 年の祭典に対抗

して、「こちらはこれでもって差別の

100 年であったということを実証しよ

う。それで最初、私（住井すゑ）と今

井さんと脚本の八木さん、『人間みな

兄弟』のプロデューサーの松本酉三さ

んの四人で『四人委員会』というもの

を作って全国カンパをいただいてやろ

うという申し合わせをしたんですよ」

と言っています（雑誌『部落』1969

年 6 月）

　折から、政府も関わって 1868 年の

明治維新 100 年の祭典をやるという

計画が出され、それに対して革新陣営

や歴史学者たちは、日本の明治以来の

近代化を美化する、肯定することにな



じんけん　ぶんか　まちづくり第 52 号

19

るということで反対をしました。政府

のように日本の近代化を美化するので

はなくて、差別を内包してきた 100 年

だったということをつきつけようとい

うことで、この映画の制作がスタート

していくことになります。

作品に対する批判

　今井作品第一部に対して、解放同盟

の側からすでに撮影時から批判が噴出

していました。

　住井も解放同盟と意見を一致させ

て、この映画は良くないということを

言っていました。それはすでに 1969

年、東上高志のインタビューに「シナ

リオの弱さもあるけれど、やはり差別

というものの本質がどこにあるかとい

うことをはっきり捉えていないから

じゃないかと思います。権力構造とい

うものを分析していくということがな

ければやはり受け身になりますね。受

け身になれば差別される理由が部落の

側にあると受け取りますよ。この映画

を観たら差別の再生産になりはしない

かという不安を持ったと今までの批評

にありますね。それはやはり受け身の

思想がそうさせるのだと思います」と

いうなかに示されています。住井はこ

ういう立場を取りました。

　ただ、私が観るところ、原作も読ん

だのですが、住井さんの原作から今井

作品はそんなにぶれていないんじゃな

いかと思っており、むしろ住井的なセ

ンスをこの映画は精いっぱい映しだし

ているのではないかと思います。ただ、

住井自身はそうではないと言っている

のですね。

　次にいくつかの論点を見ていきま

す。

弱められた天皇制批判

　一つには、作品のなかで天皇制批判

を弱めざるを得なかったということ

を、シナリオを描いた八木保太郎自身

が言っています。しかし私は、むしろ

天皇制批判は映画作品のなかにも非常

にはっきりと表れていると思うのです

が、そもそも住井は天皇制を部落と対

称的に追及すべき存在として位置付け

ていました。

　だから住井すゑは、1910 年の大逆

事件をこの映画のなかに登場させてい

るんです。天皇制があることは人間に

貴賤があるということ。こんな非科学

的な発想はない。ここが住井すゑの原

点であり、この作品の柱です。

「同情」という壁

　克服すべき、しかし一方で数少ない

味方ともなりえている「同情」を寄せ

る柏木先生という存在。

　映画の中でも、青島に比べたら柏木

はずっとマシなわけです。柏木は「一

般社会が学校の部落外の生徒が小森の
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生徒を軽蔑するのは大人のそうした習

慣を真似するだけで他に理由はないよ

うに思う」と言っています。しかしな

がら、水平社を立ち上げる際には、水

平社は「同情」に拠らないで自らの力

による解放を求めていき、お為ごかし

で欺瞞的な「同情融和」は克服の対象

でした。

権力者、差別者として描かれる警

察や教師

　警察は、部落民が火をつけるのはさ

もありなんという認識に立っている、

そういう予断を持っています。現実に、

1918 年の米騒動の際にも、予断を持っ

た警察によって、被差別部落の人たち

が実際に働いた役割以上に数多く検挙

され、罪を着せられました。まさにそ

の歴史的事実を想起させるものだと思

います。また教師による差別の横行、

そうしたことは、部落解放運動家をは

じめとする、さまざまな人たちのおび

ただしい数の語りが明らかにしていま

す。水平社が告発してきたことのまさ

に氷山の一角だと思います。

部落民の徴表

　ここでもステレオタイプの部落民認

識というものが語られています。警察

官のセリフ。臭い、汚い、まちえの「手

が蛇のように冷たくなる」というセリ

フです。本来は、被差別部落にそうい

う徴表があるとすれば、おおむね経済

的貧困から派生するところの問題なの

ですが、その原因究明は思考停止のま

ま、部落民にはそういう特徴があるん

だと見なされています、私の言葉でい

えば「創り出される人種」ということ

になります。

　ぬいは、「エタは直そうと思っても

直せしまへん。先生、どうしたら直せ

るのか教えてとくなはれ」と詰め寄る

わけですが、その一方で校長は「私の

知るところでは、徳川はさておくとし

まして、明治四年のエタ・非人の解放

令以来日本にエタはない」という建前

でシラを切りとおします。

周囲の人びとによる差別の深刻

さ・残酷さ

　常に浴びせられる「エッタ」という

差別語。子どもたちの残酷さ、火事が

起こったのが小森という被差別部落で

あったがゆえに、回りの村びとは笑っ

てそれを見て消火に手を貸さない、そ

ういう人々の残酷さというものが描か

れています。

　雑誌『部落』が「橋のない川」を上

映した後のアンケート結果が、69 年

3 月号に出ています。さまざまな感想

のなかで、もちろん不満もあるのです

が、総体としては「良かった」という

感想が大数を占めていました。つまり、
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この映画というのは、非常に差別され

るものの残虐性や差別することの愚か

さを突き出していて、差別がいかに愚

かしいことかを見るものに突き付けて

いるんだからいい映画なんじゃないか

と、当時、難波英夫（国民救援会会長）

は言っていますし、私もこういう評価

に共感します。難波のそれは、政治的

な立場にとらわれず、先入観を排して

述べている、注目すべき見解ではない

かと思います。

被差別部落のリアルな生活実態

　同和対策事業がおこなわれる以前の

映画の状態を描き出したドキュメンタ

リー映画は「人間みな兄弟」（1960 年、

監督　亀井文夫）ですが、小説を原作

にしたものでありながら、それにかな

り近い形で、この映画はそれを描いて

いるのではないかと思います。

「典型的」部落民像

　差別映画として問題にされた際に、

永井藤作の描かれ方も議論になりまし

た。有田譲（広島市立観音中学校教員、

広島県同和教育研究協議会事務局次

長）は、「例えば藤作なら藤作の描き方、

一般的に言えば、ああいう人間がいる

から部落は差別されるのやというとら

え方がありますよね。

　差別の結果、人間性がゆがめられて

いくといった、そこの過程が描ききれ

ていないし、非常にきれいすぎると思

うのですね」と述べています。あるい

は「部落のエネルギーが藤作になって

しまったんですね。爆発の形で出るわ

けです。爆発すればこれはエネルギー

じゃなくて暴力です」といいます（1969

年 6 月雑誌『部落』）

　この点についていえば、暴力や爆発は、

被差別部落に固有のものではなくて、下

層社会一般の一側面だと思います。

　戦後も含めて差別の憤りの暴発であ

り、差別されてきた被差別部落の人び

とのエネルギーの発現である差別糾弾

闘争や、あるいは 1918 年の米騒動な

どをどう説明するのだということにな

ると思うのです。

東作品を重ね合わせて

　今井作品と 1992 年に部落解放同

盟が全面的に協力してつくった東陽

一作品の二つを比べて、何が違うの

かということを私の言葉でいえば、

invisible race、見えない人種の徴表、

匂いや生物学的な違いとか、夜に手が

冷たくなるとか、あるいはもともと性

質が違っていて「教育思想」や「衛生

思想」がないとか、そうした「見えな

い人種」の徴表にどう立ち向かうのか

という、その立ち向かい方の違いだっ

たのだと思います。



じんけん　ぶんか　まちづくり第 52 号

22

　その背景には政治的対立があって、

このときにすでに矢田事件などをはじ

め運動の分裂の兆しがあり、作品をめ

ぐっての純粋な見解の対立というより

は、作品が政争の具になってしまった

ということだと思います。しかしそれ

を承知であえて今井作品、そしてそれ

を批判した側がつくった東作品を重ね

て、作品として、描き方がどう違うの

かということを考えてみるならば、そ

れは、今井作品のほうは、部落差別の

残酷さを強調し告発し、大衆にそれを

訴えることによって、大衆がつくり出

したその徴表を除去してしまおうとい

うことを狙ったと思います。

　それに対して東作品は、部落民は変

わった存在じゃないんだと、当たり前

の日常を送っていて、部落外と変わら

ない集団なんだということをアピール

したと思います。それは実際に、当時

すでに同和対策事業が進展していて、

そのことを訴えられる条件というのが

すでにあったからこそできたと思うん

です。だからこそごく当たり前の日常

を送る部落民というのが強調されたと

思います。それゆえに、今井作品にも

原作にもなかったふでの恋愛なども出

てくるわけです。

　にもかかわらず、人種主義のまなざ

しというも

のがあって、

それに対し

ては徹底的

に糾弾して

いくんだと

いう姿勢を

貫いたのが

東作品だと

思うのです。

　まとめま

すと、「見えない人種」の徴表を取り

除き、極力何も変わらない当たり前の

部落民であることを打ち出したい、な

いしはその部落民という認識さえも取

り去りたいという意識があり、他方、

現実に存在する人種主義による差別を

前に、それを告発し、そのためには部

落民というアイデンティティが必要と

されるジレンマ、どちらにウェイトを

かけていくのかということの相違が、

対立のなかにあったのではと思いま

す。

　それはいろいろ形を変えて、今の在

り方のなかに、運動のなかにもジレン

マとして存在しているのではないかと

思うのです。作品を通してそんなこと

が読み解けるのではないかと思います。

もうひとつの橋のない川

信じていた、七色の水は流れたの

だろうか…
石原　敏（評議員）

楽遊ガイド
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　ブルースフォークギターの名手、ヤ

スムロコウイチさんが、ソロのイント

ロをポロン…えっ、…やったー、『釜ヶ

崎人情』やん！すかさず M っちゃんか

ら「いよっ！」声がかかる…やっぱり

ね…。（「かまにん」が入ったアルバム

は？と休憩に入ったとたん、二人して

聞くも、ない、とのこと。残念至極。

逆にライブならではのおまけ！）

作詞・作曲の『夢前川』の一説

ガキ大将の洋介は

僕等から取ったビー玉　橋のない夢

前川に投げ込む

いつか七色の水が流れると

本当に信じていたよ

　そして、彼が、中学生の時、初めて

作詞・作曲したのが『貧乏』。

わてら貧乏　貧乏　貧乏　親も貧乏

貧乏　貧乏

子どもも貧乏　貧乏　貧乏　死ぬま

で貧乏　貧乏　貧乏

いつでも貧乏　貧乏　貧乏　

あ～貧乏　貧乏

貧乏貧乏貧乏・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

あ～あ・あ　貧乏　貧乏

　1965 年豊中で T 君たちと出会った

時は、この歌詞のとおりで、プール

（水遊び場）もあった児童館がたまり

場だった。ヤスムロさんとは 15 違う

ので 60 年の生まれだろう。中学生と

いうと 72 ～ 3 年。答申から 7 ～ 8 年。

豊中では、住宅、解放会館、「狭山」

で市民共闘ができていった頃で、午後

7 時半からの集会が連日。事務所は 11

時頃まで明かりがついていた…。

　兵庫県の彼の故郷ではこれが生活実

態だった。カフェの 30 人のライブで

のギターと彼のブルース声は心に響き

すぎました。56 年後の今、97％のひ

とびとが叫ぶことになりそうな「いつ

か」が近づいていることが怖いくらい

の「戦後 71 年」の世、どうしたもん

でしょう？教えて…今一番知りたいこ

とです。

　「橋のない夢前川」。橋がなければ、

「夢」という「虹」をつかみに行くこ

ともできません。6000 といわれる「ム

ラ」に、そんな「橋のない川」はいく

らあるんだろう。

　『橋のない川』の連続講座の議論に

非常に興味を持っています。検証作業

は大切で、必要なことですが、「組織」

としては特に難物です。上映阻止闘争

の「最後列」にいた者としても身につ

まされます。『キクとイサム』「まだ最

高裁がある！」の『真昼の暗黒』…な

どの「巨匠」今井正監督、二作目、ど

うしたんでしょう？「約束」ってのに

イラついたんでしょうか…。
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豊中地域から
地域別安否確認情報交

換会（ささえあいネット）
酒井 留美（事務局）

　6 月 21 日、ささえあいネットワー

クメンバー（校区社協・民生委員・人

権まちづくりセンター・包括支援セン

ター・豊中地域人権協会）と自治会、

克明社会協議会福祉委員の皆さんで豊

中市危機管理監の方にお越しいただき

「防災・福祉ささえあいづくり推進事

業」のお話をしていただきました。

　豊中市では、阪神・淡路大震災後、

災害時に自力避難が困難な高齢者や障

がい者の安否確認をおこなう「災害時

要援護者安否確認事業」など、防災・

減災対策を進めてきました。

　来年度（2017 年度）より、「豊中市

避難行動要支援者支援プラン（全体

計画）～災害にも強い福祉のまちづく

り～を」元に、災害時に、行政や関係

機関（公助）の対応だけではなく、一

　S さんから「光玄、還暦やねん。久

しぶりにやらへん？」と誘われ、10

年ぶりにやった「魂のブルースフォー

クシンガー光玄かぶりつきライブ」。

「社会派」光玄との出会いは 80 年代は

じめだったろうか。「オレでは客入ら

んで…」と言いつつ、豊中・蛍池の舞

台に何度も立ってくれた。郭早苗さん

とのコンビは、「ばれたら終わりや」

（「わが青春」のポスターの前で自転車

にまたがる光玄…CD ジャケットがい

い。前出の M っちゃんとこれまた合う

ところだ）『KOREA』『路地裏』『路地裏

Part Ⅱ』『鉛の粉』『宙を舞うⅠⅡ』（神

戸で阪神・淡路大震災に遭遇）などな

ど、数々の名曲を生み出しています。

　10 年ぶりの彼は、いい年の取り方

をし、優しく、自然体で聴かせてくれ

ました。名古屋から三人、京都から三

人…地道な全国ツアーの積み重ねだろ

う。仕事をやってだからね。頭がさが

ります。

『路地裏』の一説

しゃべれない分だけ体を使うのさ

汗を流すんだ

100 年前から裏切られてきたんだ

たかがここで生まれただけだぜ

　二人とも「ラブソング」ももちろん

聴かせてくれます。これがまたいいん

です。

　S さん、ヤスムロさんと出逢わせて

くれて感謝です。四年後のヤスムロコ

ウイチ還暦ライブ、ゲスト光玄、S さ

ん古稀祝いライブ、決まりですね。

　ライブはいいです。その日誕生日の

Y・Tさんに、ヤスムロさんが、寝ずに？

作った曲をハッピーバースデイで贈っ

たり、二人のトークのあぶないおかず

もあったり…

　ライブ CD・テープ、協会にありま

すので興味のある方どうぞ…。
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人ひとりが日ごろから備え、できる限

り自ら危険を回避し対応する（自助）、

相互に助け合い、支え合うこと（互助、

共助）がおこなえるよう「防災・福祉

ささえあいづくり推進事業」が始まり

ます。

　お話の後、各町別に別れ、単身高齢

者、高齢者世帯、障がい者、そして気

になる人を地図に色を分けて入れてい

き、参加した人たちが自分の町を把握

する作業をおこないました。今回は参

加者が増え、より多くの情報を共有す

ることができました。それらを元に孤

立している人との繋がりを開拓してい

き、より多くの方に

必要な情報が伝わる

よう、訪問活動「大

作戦」を続けていく

事を確認しました。

　災害・減災の取り組

みは、地域での日ごろ

からのつながりなどの

延長線上にあり、ささ

えあいネットワークで

これまでしてきたこと

が、更に重要になって

来ます。

蛍池地域から

 十八中学校校区では、8 月を「平和

と人権月間」として、様々な取り組み

を予定しています。蛍池人権まちづく

りセンターでは、「平和の手作りパネ

ル展」「人権講演会」、他にも、高齢者

事業では、「すいとんづくり」や「平

和の折り鶴」の取り組みを行います。

「平和の手作りパネル展」
8 月 1 日～ 8月 31 日

内容：平和や非核・反戦についての新

聞記事ほか、切り抜きの展示。

8 月は「平和と人権月間」

福島 智子（事務局）

人権講演会「自分を好きになる

力・自分を活かそうとする力」
8 月 5 日 ( 金 )18:30-20:30

講師：土田光子さん（大阪教育大学非

常勤講師）

入場無料・申込不要

平和映画会「父と暮せば」
8 月 3 日 ( 水 ) ① 13:30 ～② 18:30 ～

8月 27日 (土 )① 13:30 ～② 18:30 ～
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カファによるマンジョへの差別

　現在、カファ地方では、カファによ

るマンジョに対する差別があると説明

されています。具体的には、カファ

がマンジョに出会ったときには握手を

しない。一緒に食事をしない、同じ食

器を使わない、あるいは同じ火を使わ

ない。ガスがないので、火を使うとき

は火を焚かないとならないのですが、

マッチで火をつけるのは大変です。で

世界人権宣言 67 周年記念豊中集会・報告

【前号のあらすじ】エチオピアの南西部に位置するカファ地方。コーヒー発祥の地

といわれ、コーヒーの語源は「カファ」であるともいわれている。人口 88 万人の

カファ地方には、マンジョとよばれる狩猟を生業にするマイノリティ集団が 1 万か

ら 1 万 2 千人ほど住んでいる。その昔、カファ王国では王を頂点として、その下

に農耕民（カファ）、職能集団、マンノと呼ばれる皮なめしや土器つくりを生業と

する集団、マンジョ、そして一番下に奴隷が位置づけられるピラミッド型の階層社

会だった。しかし、マンジョの人たちはカファによって征服されていたものの、マ

ンジョはカファ王国の国境や王墓の警備、文字を持たないカファ語の伝言など、カ

ファ王国において重要な役割を担っていた。【文責：森山輝子】

誰が差別をつくるのか②

【あらすじ】原爆投下 3 年後の広島が

舞台です。亡くなった父の幽霊が、自

分だけ生き残ったことに負い目を感

じ、幸せになることを拒絶しながら生

きている娘へ、自分の分まで生きて、

広島であったことを後世に伝えて欲し

いという願いを伝えに来ます。

【原作：井上ひさし　監督：黒木和雄

　2004 年製作 /99 分】申込不要、問

合せは蛍池事務所まで！

TEL：06-6841-2315

すから、火がついている炭や木をも

らってきたほうが早いのです。そのと

きにマンジョの人が「火が欲しい」と

いってカファの家に行っても、火はも

らえません。その逆もしかりで、カファ

の人がマンジョから火をもらって、そ

の火を使うこともありません。

　ひとつの村のなかに、カファとマン

ジョが暮らしていますが、両者の居住
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は、マンジョは小柄で鼻が低くて髪の

毛がカールが強い。衛生面に気を配ら

ず、臭いがするといいます。マンジョ

の人はウソつきで愚かで教育もない

し、信用ならない人たちなんだとも説

明します。さらに彼らは森の中に住ん

でいて、宗教も持たないし自分たちと

は違うんだというわけです。

　とはいえ、実際には、カファとマン

ジョはほぼ同じ生活をしています。マ

ンジョの人たちは森に住んでいない

し、キリスト教に改宗しています。カ

ファが語るマンジョの姿というのは、

実際のマンジョの姿とは全く異なるも

のなのです。ですが、カファはこのよ

うに語って、マンジョを家に入れな

かったり、握手をしなかったり、結婚

を拒むのです。

請願活動と襲撃事件

　これに対してマンジョは、1997 年

からカファ地方や南部諸民族州政府、

エチオピアの連邦政府に対して、ア

ムハラ語で書いた請願書を提出してき

ました。彼らが請願書で主張したの

は、カファ王国時代から 100 年以上に

わたって続いているカファによるマン

地は別れています。水道がないので沢

や井戸で水を汲むのですが、カファと

マンジョは水場も別です。亡くなった

あとで埋葬される墓地も同じ場所には

作らない。カファが経営する飲食店に

マンジョは入ることができません。ま

た、カファとマンジョの間での結婚は

ありません。さらにお葬式の際には、

講をつくって一緒に協力しあって埋葬

するのですが、その葬式講もカファと

マンジョで異なります。カファの人た

ちはマンジョの葬式講に入らないし、

カファの葬式講にマンジョの人たちは

入れてもらえないということがありま

す。農作業などの共同労働においても、

マンジョの人たちはカファの人たちか

ら排除されています。

　マンジョの子どもが学校に入れても

らえない場合もあります。カファの人

たちから「お前マンジョのくせになん

で学校に来るんだよ」と言われて、教

室に入れてもらえない。マンジョの

人々は、学校教育を終えることができ

ないので、就職することも、政治や行

政に携わることも難しいです。また、

マンジョに政治的圧力がかけられるよ

うな差別があるといわれています。

なぜマンジョを差別をするのか

　カファの人たちは、マンジョはなん

でも食べる人たちであると説明しま

す。イノシシやサル、コロブスという

野生動物を食べる。病気や事故で死ん

でしまった家畜を食べたりする。彼ら

は汚い物を食べるんだと説明します。

あるいはカファとマンジョの外見で
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ジョへの差別をなくしてほしいという

ことと、マンジョはカファとは異なる

固有の民族であることを認めてほしい

ということでした。

　請願活動という政治的な活動にとど

まらず、マンジョは暴力をともなう過

激な事件も起こしています。2002 年

3 月にカファ地方西部にて、マンジョ

が同じ村に暮らすカファの人たちを襲

撃して殺害するという事件がありまし

た。カファ、マンジョともに死者が出

て、241 人のマンジョの人たちが逮捕

されました。この事件は、エチオピア

のラジオのみならず、エチオピアのマ

イノリティによる襲撃事件という形で

国際的にも報道されました。

　この事件の発生によって、NGO やエ

チオピア政府がカファとマンジョの関

係を大きな問題であるとみなすように

なりました。そして、エチオピア政府

は、マンジョの人たちに優先的な教育

機会として、食費、寮費、学費を政府

が全額負担する寄宿学校にマンジョが

入学できる機会を提供したり、公務員

の職に就く機会を提供してきました。

また、NGO は、人権について説くポス

ターや看板を街中に設置したり、人権

の大切さや平等とは何なのかを教える

啓蒙集会を開いたりしてきました。

祝福や恩寵をめぐる不思議な関係

　ですが、カファとマンジョの関係は、

一言で「差別なんです」といえるよう

な単純な関係ではありません。村で、

カファとマンジョの人たちと一緒に暮

らしていると、差別とはいえない関係

をいくつも目にします。

　たとえば、カファの人たちはマン

ジョと握手をして挨拶することはない

のですが、カファの人が朝歩いていて、

前からマンジョの人やってくると、そ

の日はとてもいい日になるというので

す。

　カファの人たちは、マンジョの母乳

が出る女性にカファの赤ちゃんを渡し

て母乳を吸わせてもらいます。という

のも、マンジョの母乳を飲んだカファ

の子どもは、強くたくましい子どもに

育つといわれているからです。

　マンジョが住んでいたところを去っ

て別の場所へ行くと、カファの人たち

はマンジョが住んでいた場所に急い

で自分の家を建てようとします。マン

ジョが暮らしていた場所には、祝福や

恩寵があって、とても良いことがある

からなんだと説明するのです。

　マンジョがカファの家に行って、「お

なかが減りました」というと、食事が

提供されます。マンジョの人に食事を

提供しないというのは、ありえないと

いう感じです。なぜならば、マンジョ

の人たちのおなかを満たすことによっ

NGO の啓発ポスター
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て、マンジョが持つ恩恵にあずかるこ

とができるからなんだといいます。

　種まきをするときには、マンジョの

人たちが一番初めに種をまかないと実

らないと説明されます。ですから、カ

ファが種まきをするときは、必ずマン

ジョを呼んで種をまいてもらうのだと

いわれています。

　このように、カファとマンジョの関

係というのは差別の様相もあるけれど

も、それだけでは説明できない不思議

な関係なのです。

慣習的忌避関係

　ここで問題としたいのは、カファの

マンジョへの差別は本当に 100 年以上

続いてきたのかということです。

　結論を先に言ってしまうと、実はそ

うではありません。なぜ、カファによ

るマンジョへの差別は 100 年以上続い

ていないといえるのか。このことを検

討するうえで、主に 3 つの点を考える

必要があります。一つめは、カファ社

会の慣習的な忌避関係です。二つめは

慣習的忌避関係と差別の関係で、三つ

めに権力の偏りとカファとマンジョの

間での格差があります。

　カファ地方では、生業や性別、年齢

が異なる人たちが、お互いに相手は自

分とは違うのだと区別しながらも関係

を取り結ぶあり方として、忌避関係と

いうものがあります。社会的な地位、

たとえば行政官、宗教指導者、年長者

と子どもは区別されます。あるいは男

性と女性。鍛冶屋、織工や皮なめし、

土器作り、狩猟といったように生業に

よって区別される人たち。喪中の人、

女性で月経期の人や産褥期の人も区別

されます。さらに割礼を受けた人と受

けていない人、耳たぶに穴をあけた人

とあけていない人も区別されます。

　カファ地方で社会的地位が高い人、

例えば宗教指導者に出会ったときは、

大地にひざまずいてカファ語で「あな

たさまのために死にます」と挨拶する

というのが慣習的忌避関係の代表的な

例です。カファの間でも、地位が高い

人たちとそうではない人たちの間で、

このような挨拶の仕方がみられます。

　カファ地方では、一般的に食事は、

ひとつのお皿をみんなで囲んで、手づ

かみで食べます。男性だけのところに

女性が入っていって食事をするのは、

少し難しいです。ほかにも、成人して

いる男性のところで、割礼をしていな

い男の子が一緒になって食事ができる

かというと、できないのです。

　喪中の人は、他の人の家に入って、

コーヒーを飲むことはできません。な

ぜならその人は喪中だからです。喪中

の人は、自宅以外では、家のなかでは

なく、家の外のベランダでコーヒーを

飲みます。月経中の女性や出産後 40

日頃までの産褥期にある女性も同様で
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す。彼女たちは、母屋に立ち入ること

が許されていないので、月経小屋で過

ごします。そしてこの小屋で生活して

いる女性は、コーヒーを湧かすことも、

母屋でコーヒーを飲むこともできませ

んし、調理や食事の準備をすることも

控えないといけません。

　慣習的忌避関係では、カファの人々

の間でも、社会的な地位が高い人、低

い人、あるいは性別や身体の状況など

によって、人々が区別されていること

がわかります。こうした人々の間で、

握手をしないとか、一緒に食事をしな

いとか、同じ空間を共有しないという

形で、お互いを区別しながらも一緒に

生活していくために関係性のあり方と

して、忌避関係が結ばれてきたわけで

す。こうしたカファ社会の慣習的忌避

関係をみていくと、実は、この忌避関

係のなかにカファとマンジョの関係が

入ってくることがわかります。

「違う関係」が「差別」へと変化

　カファとマンジョの間では、生活は

一緒になったものの、独自の文化や歴

史、アイデンティティといった側面

において、お互いが自分とは異なる集

団なんだという意識はずっと保たれて

います。とはいえ、生活が同じになる

と問題も生じます。慣習的な忌避関係

を続けにくくなるのです。つまり、今

までは自分とは違うと思っていた人た

ちを、同じような形で対等な関係にあ

る人たちとして扱わなければいけなく

なったのです。そのときにカファの

人々がどのように対応したかという

と、マンジョの人たちを否定的なイ

メージを持つ人々としてステレオタイ

プ化したのでした。

　たとえば、マンジョはかつて野生動

物を食べていて、今も食べていると

いったり、マンジョは汚いといったり

します。マンジョは 1990 年代からプ

ロテスタントに改宗してキリスト教徒

になっているのですが、マンジョは今

も宗教は持っていないのだとか、ある

いは学校教育をうけていないのだとい

います。つまり、カファは偏見をもっ

て、実際のマンジョとは異なるマン

ジョを語ることによって、マンジョは

自分たちとは違う集団なんだという語

りをするようになりました。

　カファとマンジョの間で経済的な格

差も広がっていきました。それまで狩

猟を主な生業にしていた人たちが、突

然農業をはじめるというのは、なかな

か難しいのです。マンジョが不慣れな

農業をおこなっても、収穫量もあがら

なくて現金も得ることができない。こ

のようななかで、マンジョは、薪や炭

を販売することによって現金収入を得

てきました。ただし、森林資源に頼る

生活では、安定的な現金収入を得るこ
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とはできません。結果として、マンジョ

はお金もないので子どもに学校教育を

受けさせることもできませんでした。

　実際、マンジョの子どもたちが学校

に行こうとすると、カファの子どもあ

るいは親がマンジョの子どもは学校の

教室には入れたくないといって、学校

から追い出したり、通学路でカファの

子どもがマンジョの子どもに石を投げ

て学校に行かせないようにしたりした

という話がよく聞かれます。

　学校教育を受ける機会を逸すると、

就職する機会も乏しくなっていきま

す。カファ地方のおよそ 90％は農民

ですが、学歴がないと公務員や警察官、

あるいは看護師などの職を得ることが

できなくなります。結果として、政治

あるいは行政にもアクセスできない

し、カファとマンジョの間で何か事件

が起きたときに、マンジョの側に立っ

て弁護できる人もいません。マンジョ

が裁判で不利な扱いをうけることも起

き、マンジョとカファの間で政治的あ

るいは経済的な格差がどんどん広がっ

ていきました。

政府や NGO の介入

　格差が広がったことは、カファがマ

ンジョに対して抱いていたネガティブ

なイメージ、つまりマンジョは貧しい

し汚いし、今も遅れた生活を送ってい

るんだという見方を、より助長するこ

とにつながりました。このような形で、

カファとマンジョの関係が変化してき

ました。

　ただし、カファとマンジョの関係が

差別といわれるようになった背景に

は、実はカファ地方の外からやってき

た人たちが、カファとマンジョの関係

を差別とみなして取り組みをおこなっ

たことがあります。もともとカファ地

方では、慣習的な忌避関係があったわ

けですが、エチオピア政府やキリスト

教会、NGO、さらに各国の政府、EU や

国連をはじめとした国際機関がカファ

地方を訪れて、カファとマンジョの関

係を差別とみなし、人権、平等、差別

とは何かについて説くようになりまし

た。これによって、カファとマンジョ

の人たちが、お互いの関係を差別とし

て認識するようになったのです。【つ

づく】

書評
ふしぎな部落問題　

著：角岡伸彦　筑摩書房　　　重本 洋輔（事務局）

　本書は、部落問題や部落解放運動に ついて部落解放同盟とは違った視点や
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考え方を持つ部落出身のフリーライ

ター角岡伸彦さんによって書かれたも

のだ。資料室で見つけたとき、思わず

手に取ってしまうほどタイトルに興味

をひかれたので読んでみることにし

た。

　この本は全 4 章にて構成されてお

り、明治 4 年に出された「解放令」か

ら現在までの部落差別や部落解放運動

の歴史をはじめ、前大阪市長に対す

る「週刊朝日」の差別記事から見えて

くるメディアの部落問題の取り扱い方

や捉え方、屠場を扱ったドキュメンタ

リー映画『にくのひと』をめぐる部落

解放同盟支部長とのやりとり、そして、

箕面の北芝支部が取り組んでいる自前

の同和対策事業と先進的なまちづくり

などが取り上げられており、全体をと

おして、これまで部落問題に関して多

くの人が気になっていること、疑問に

思っていることに対する角岡さんなり

の答えや考えが書かれている。

　なかでも、部落出身者としての立場

から見た部落解放運動が抱える矛盾や

課題について書かれた部分が特に印象

的だった。

　本来、部落解放運動とは水平社宣言

にも書かれているように「エタである

ことを誇るための運動、つまり、「部

落民から」ではなく、「部落民として

の（差別からの）解放」であり、「部落」

ではなく、「部落差別をなくす」こと

を目指した運動である。そして、その

ためには「部落を隠さず明らかにしてい

く」ことが必要であった。

　しかし、これについては、他の人権

問題にはな

い 部 落 問

題独特の難

しさもあっ

て、運動の

中で多くの

人がきちん

と整理しき

れず、様々

な矛盾を抱

えたまま、

これまで来てしまっている。そして、

それは結果的に世間に対して、部落問

題は見えにくい、わかりにくい、そし

て語りにくいといった印象をつくって

しまった。

　僕自身についてもこれまでを振り

返ってみると、「部落問題の全てを知り、

正しく理解してほしい」との思いを持

つ一方で、場所や相手によって、いろ

んな部分について隠してきたと思う。

　もちろん、未だに厳しい差別が残さ

れていることを考えると、「部落を隠

さずに明らかにしていく」のは決して

簡単ではない。誰だって差別は怖い。

しかし、今現在、インターネット上な

どで部落の地名が第三者によって公開

されるなど、かつての部落に関する情

報がよみがえり、差別が再生産されて

いるという状況の中で、これらに立ち

向かい、部落問題についての関心と正

しい理解を広めていくためには、いず

れはこのことについて何らかの答えを

出していかなければいけないと思う。

　そのためには部落問題や部落解放運

動のあり方について、そして、自分が
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部落差別にどう向き合っていくのかに

ついて、きちんと考える必要があると

思う。この本をとおして、部落問題に

取り組むうえでの自分の課題が一つ明

確になったように感じた。

初めての裁判傍聴

森山 輝子（事務局）

　「第○○号、始めます」

　最前列に座っていたものの、マスク

をしたままの職員さんが何を言ってい

るのか全くわかりませんでした。職員

さんのやる気のなさからして、マスク

を外してもわからなかったと思います

が。

　5 月 20 日、大阪地方裁判所で開か

れた「リバティおおさか裁判」の第

4 回口頭弁論に参加しました。初めて

の裁判、ドラマや映画で見るようなシ

チュエーションを期待してワクワクし

ながら大阪地裁へと向かいました。裁

判の傍聴も初めてですが、大阪地裁へ

行くのも初めてでした。地裁の手前に

あるアメリカ領事館には何度か足を運

んだことがあったので、阪急梅田駅か

ら歩いて行ったものの歩いても歩いて

も大阪地裁は一向に見えてきません。

　5 月といえど、なかなかの暑さで、

梅新の歩道橋を渡り、領事館を通り過

ぎ、30 分近く歩いた末にようやく着

いた！と思った建物は関西電力のビル

でした。それからやっとの思いでたど

り着いた大阪地裁は、すでに 100 人近

い人たちが傍聴抽選券の配布を待って

いました。9 時 45 分を回って地裁に

着いた人には「抽選券の配布はもう締

め切りました」と拒まれており、一枚

ぐらい配ってくれてもいいやんか！と

思っていたら、当選番号の発表も、傍

聴券を受け取った人の誘導もなんとも

機械的で、待っている人たちに聞こえ

るように大きい声を出したり、繰り返

し説明することは禁止されているのか

とさえ感じました。

　肝心の裁判は被告側の弁護士さんが

15分ほどで意見陳述を述べて終了。え、

もう終わり？というぐらいあっけなく

終わってしまいました。時々喋る裁判

官も何を話しているのかまったく聞こ

えない。むしろ聞こえるように喋る気

もない。傍聴席にいる私たちがあたか

も勝手に聞きに来ただけかのように、

ぼそぼそと次回裁判の日程の確認をし

て、裁判は終了しました。

　たった 15 分のために 30 分かけて歩

いてきて、今からまた 30 分かけて帰

るのかと思ったら、ちょっとショック

でしたが、その後、弁護士会館で詳し

い報告がありました。丹羽弁護士の熱

い解説や今後の裁判の流れなどを聴く

と、やはり橋下元市長の個人的な見解

で唯一の人権博物館がなくなるという

のはあってはならないと感じました。

　「人権」は特別な人のための、特別

報　告
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第 1講（2016.6.1）

映画「橋のない川・第 1 部」（今

井正監督作） 

　｢ 橋のない川 ｣ は、住井すゑが心血

を注いで書き上げた「未完」の大作で、

部落問題をテーマに据えた文学作品と

しては、島崎藤村の「破戒」に並ぶ作

品だと思います。第 1 部は、雑誌「部

落」に発表され、1961 年に新潮社か

ら刊行され、以後、1973 年の第 6 部

で一応の完成をみましたが、ヒロヒト

（昭和天皇）の死去をきっかけに 1992

年に第 7 部を刊行し、第 8 部も構想し

ていたが他界しました。

　「私の作品は、差別をなくし、部落

解放をするために書いたものです」と

言ったように、部落差別意識にとらわ

れ、あからさまに、平然と差別するこ

2016 連続講座を終えて

佐々木 寛治（事務局長）

とを当たり前とする部落外の人々のあ

りようと、これに堪えつつ、差別の不

当性・不条理に抗い、人間としての尊

厳を取り戻さんと覚醒・自覚してゆく

部落の人たちの生きざまをリアルに描

いています。

　この作品は、今井正監督によって映

画化され、1部（1969 年）と 2部（1970

年）が制作されました。しかし、折か

らの解放同盟と共産党との対立・敵対

という状況のなかで、映画についての

評価もその渦中に晒され、差別映画だ

として、上映すること自体ができなく

なっていきました。

　第 1 部の冒頭、「協力　部落解放同

盟中央本部」と大きく映し出された

ように、第 1 部は解放同盟が協力して

作られたのです。アンケートにもあり

なものではありません。全ての人が

持っているものなのに、あたかも「人

権」を語ったり、人権啓発をする団体

だけが恩恵を受けているかのような誤

解や偏見をもつ人は少なくありません

が、橋下さんもその一人ではないで

しょうか。お金がないからといって、

今あるものをなくすのはとても簡単で

すが、長年、語り継がれてきたり、培

われてきた歴史や文化を一度なくして

しまうと、再び作り上げていくのはほ

ぼ不可能に近い気がします。

　この機会に、リバティおおさかがど

のような経緯で設立され、どのような

歴史や意味合いを持っているのか、多

くの方に知ってもらい、理不尽な裁判

にも関心を持っていただきたいと思い

ます。

　
次回の裁判は7月29日（金）

10時です！

※ 9 時半から傍聴抽選券の配布です。

45 分を過ぎると配ってもらえません

のでご注意ください！

報　告
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ますが、一つは、やはり名作・傑作だ

ということです。当時（1910 年前後）

の部落と部落差別のありようを生き生

きと映しだしています。

　部落差別というものがどういうもの

であるか、それを具体的に様々な場面、

普段の生活の中の出来事を通して描き

出しています。差別をする側の心根の

卑しさ、人間としての卑小さ、その一

方で、有無を言わせない迫害や幾重に

ものしかかる圧迫に堪えつつ、心を鍛

えていく者、その対比の鮮やかさはし

たたかに心を打ち、万感の思いを呼び

起こします。

　もう一つは、この映画は、部落差別

というものが何であるかを赤裸々に伝

えているということです。今日、部落

差別といっても多くの人々は何である

かを知ることは難しい。かつてのよう

に、それとわかるような実態もなけれ

ば、部落や部落の人をイメージできる

ような具体的なものもありません。部

落差別、部落問題は存在するけれども、

見ることもできないし、触れることも

できず、まことに不可思議な具合に

なっているのが実情です。だから、部

落問題を可視化することを考えねばな

りません。その意味で本作は、部落差

別とは、部落問題とは何であり、どう

あったのかを知り、部落問題への認識・

理解を深めるための大きな一助になる

のではと思います。

 

　しかし、部落差別を助長する「差別

映画」だとして、部落解放同盟による

上映阻止闘争が行われた経緯があり、

この映画を観る機会はほとんどありま

せん。部落問題をテーマに据えた映画

や文学作品は、数えるほどしかありま

せんが、そのうちでもこの映画は、トッ

プレベルの質を持ったものでしょう。

それが、当時の政治的な状況や路線の

対立のなかで、「お蔵入り」同然になっ

たことは、大いなる損失です。島崎藤

村の「破戒」が紆余曲折を経て、初版

本が刊行され、今日も読み継がれてい

るように、部落問題をテーマとする希

少な映画である「橋のない川」も広く

上映され、もう一度、陽の目を見るよ

うになることを望みたい。

※アンケートより

・伝えていく事の大事さを感じました。

・部落差別について、こんなに強い印

象のある映画とは思いませんでした。

・差別とは何か、非常によくわかる映

画でした。

・当時の当たり前にあった差別がわか

りやすく描かれていた。

・見る値打ちが多いにあった。

第 2講（2016.6.13）

「『橋のない川』と住井すゑの世界」

お話：黒川みどりさん（静岡大学教員）

　部落解放運動の隆盛時を知る者の一

人としては、部落問題に関するさまざ

まな領域での低調ぶりはとても残念に

思っています。もちろんその責めの第

一は運動体にあることは言うまでもあ

りませんが、その運動体は「特措法」

失効を機に失速し、「飛鳥会事件」で
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致命的な打撃を蒙り、弱体化の一途を

たどってきました。どこかで踏みとど

まることはできなかったのだろうかと

思いますが、納得のいく答えは見つか

らないのが正直なところです。おそら

く、その時々に打つべき手を打てず、

為すべきことを為さなかったというこ

とになるだろうと思いますが、いまだ

「総括」には至っていないことも事実

です。

　そうした中で、部落問題にこだわり

続ける事、内外に発信すること、これ

だけは欠いてはならないし、そうした

営みの中から見えてくるものもあるは

ずと考えてきました。そして、問題の

焦点は、ただでさえとらえにくい部落

問題が、より一層わかりづらくなって

きている昨今、人々の好奇心や関心を

呼び起こし、可視化するためにはどう

したらいいかにあるとも思ってきまし

た。その意味では、「知る・見る・聞

く」場の提供と新たな「出会い直し」、

これこそが肝要です。その際、忘れて

はならないことは、運動も研究もそれ

自体のためにあるのではなく、現実を

変える力になること、そのためにこそ

あるということだと思います。部落問

題の現実に切り込み、揺り動かし、新

たな問題意識を呼び覚まし、異論や異

見を引き出すことができればサイコー

ではないかと思うのです。

　残念ながら、部落問題には様々な尻

尾と影がまとわりついていて、それが

一種のバリアとなって、自由な立ち入

りを阻む要因になっています。こちら

がその気はなくとも、相手はそれを感

じて退いてしまうといった構図になり

がちです。だから、まずはバリアを解

く作業が必要になります。今回のテー

マ「橋のない川」もバリアの一つとし

て存在し続けており、その意味ではそ

の是非も含め、公開の場で論ずること

の意味は小さくはないはずです。まず

はそうした空間と場所をつくることが

必要ですが、それができたとしても、

その舞台に上がる役者がいなくては幕

は上がりません。その点で言えば、研

究者というものは、いわゆる「運動体」

べったりになるのではなく、「批判精

神」を堅持し、客観的な立場からモノ

を言うべき存在であるべきだというこ

とです。今回の講座にあたっても、判

で押したような話ではなく、斬新で個

性的な話をしてほしいと思いました。

　その点で言えば、黒川さんはピッタ

リで、精力的な研究活動と著作の発表

は群を抜いていて、まさに旬の香りが

します。それは今回のテーマについて

も同じで、他に追随ないと言っても過

言ではないと思います。ご自身は、映

画は部落問題を知るうえでもとてもい

い「教材」で、学生にも見てもらっ

ているとのことでした。お話は、映画

のあらすじを追いながら、当時の時代

背景や部落解放運動をめぐる状況を織

り込み、「争点」となったシーンにつ

いて、丁寧な解説をしていただきまし

た。果たして、どのような「波紋」が

起こるのか、はたまた起こらずにおわ

るのか？今後の私たちのとりくみにも
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かかってきますが、注視をしたいと思

います。

第３講（2016.6.29）「『橋のない川』

と部落解放運動」　

お話：灘本昌久さん（京都産業大

学教員）

　今回のテーマで講師を探しました

が、差別映画「橋のない川」、上映阻

止闘争という極めつけのレッテルが貼

られていることもあるのか、なかなか

行き当らず、結局というか、やはりと

いうか、落ち着くべきところに落ち着

き、灘本さんにお願いをしました。あ

れ（阻止闘争）からもう 40 年余りが

過ぎ、検証や総括がなされてもいいは

ずですが、そんな気配は皆無で、話題

にすらのぼりません。だから、あえて

取り上げることの意味はあるのだろう

か？という思いもあったのも事実です。

　灘本さんは、自身の経歴とその時々

の社会的な出来事や事件を交えなが

ら、部落問題との出会いや部落解放運

動への関わり、研究者としてのとりく

みなどをわかりやすく話しました。私

が言うのも変ですが、灘本さんは、あ

りきたりのことは言いません。独自の

視点・切り口で部落問題を語る人です。

しかし、学生時代は、部落解放同盟の

解放理論を受け入れ、バリバリに実践

もしていました。だから、映画は観て

もいませんでしたが、解放同盟が「差

別」だと言ってるのだから観る必要は

ないとして、上映阻止闘争にも参加し

たと言います。ところが、映画を観る

機会があって、衝撃を受け、「橋のな

い川」と向き合うことになります。「糾

弾要綱」には詳細な批判が展開されてい

ましたが、それらはいわば「やくざのい

ちゃもん」の域を出ない代物であると断

じます。映画は、部落差別の過酷な現実

を描いた優れものであるとの評価に至

り、自分の間違いに気づきます。

　その後、「オールロマンス事件」や「破

戒」「部落解放基本法」などをめぐって、

部落解放同盟の「公式見解」に異論を

提起し、「特異」な存在としてクロー

ズアップされ、結果、部落解放同盟内

にあって部落解放同盟に反する意見を

言う「異端児」となっていきました。

1970 ～ 80 年代、部落解放同盟の組織

とその運動は、いわば「絶大」な力を

持っており、また多くの人たちがその

影響を受け、感化され、一種の「あこ

がれ」さえ抱いていました。まさに「そ

れいけドンドン」の世界でした。行き

過ぎや過誤もあったでしょうが、顧

みる者は皆無と言ってよかったと思い

ます。そして、「祭りの時期」が過ぎ、

矛盾や問題点が顔を出してきても、そ

れと向き合う内省・自省の作業はなさ

れず、等閑視されていきました。それ

が「主流」のありようでもあったので

した。

　だから、そんなときに「異論」「意

見」を吐くのは容易なことではありま

せん。しかし、誰かがそれをやらねば

ならないことも必然です。時代と場所
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と人とを出会わせるのが歴史の妙であ

るとすれば、それがまさしく灘本さん

を通じて出現したと言えるのではない

でしょうか。「寄らば大樹の陰」に甘

んじることなく、「物言えば唇寒し秋

の風」の中に飄々として立つ、そんな

ありようが見えてきます。

　人も組織も運動も間違いを侵すこと

は避けられませんが、大事なことはそ

れを認め、受け入れ、向き合い、自己

切開することです。それが信用と信頼

を回復する唯一の道でもあります。し

かし、それはまた「言うは易く行うは

難し」であることも事実で、部落解放

運動はいわば「無謬神話」にとらわれ、

身動きできず、自縄自縛に陥り、出口

がない状態になっていました。部落問

題につきまとう否定的イメージが払拭

できないのは、ここにも大きな一因が

あるように思います。

　灘本さんは、自身のありようも含め

INFORMATION

て、部落解放運動の「問題点」を直截

に語ってくれました。おそらく、そん

な語りをする人はいないだろうと思い

ます。心の奥底に秘めて語らないのが

普通で、多くは「それを言っちゃおし

まいよ」と考えています。何が「おし

まい」になるのかは知りませんが、自

分に正直であることのほかに大切にす

べきものはないはずです。個人的には

今からでも議論が起きてほしいと思い

ますが、残念ながらそんな気配は伺わ

れません。このままでは部落解放運動

は「安楽死」していきかねないとの危

惧だけが募ります。

　唯一救われるのは、4 年目の連続講

座に今回も多くの人が、それなりの思

いを持って参加していただき、意見や

感想もいただいたことです。これを糧・

励みにして、「次」に続くものを構想

したいと思います。

人権文化のまちづくり講座

戦火の子どもたちに学んだこと　
～シリア、アフガン戦争は今～

8 月 30 日（火）18 時 30 分～ 20 時 30 分

お話：西谷 文和さん（イラクの子どもを救う会代表）

会場：豊中人権まちづくりセンター

申込：当日会場（事前申込も可）

一時保育あります。8月 20日までに要申込。
1歳から小学 3年まで。ひとり 300円

入場

無料

申込、問合せはとよなか人権文化

まちづくり協会まで！（連絡先は

40 ページに記載）



じんけん　ぶんか　まちづくり第 52 号

編集後記

◇7月5日、東京地裁で「部落地名公開事件」

の第 1 回口頭弁論が行われた。次回の日程

は 9 月 26 日 11 時。示現舎（鳥取ループ）

のブログを見ると、弁論後に高齢男性が大

声で叫んでいたそうで、そのことを「部落

に対する恐れを見ることになった」と書い

ている。叫んでいた男性が部落民かそうで

ないかはわからないし、被差別部落が関係

しない裁判でも叫ぶ人間はいる。大阪市の

ヘイトスピーチ規制条例が可決された議会

でカラーボールを投げ込んだ輩は部落民で

はない。鳥取ループの主張は、解放同盟の

方針に対する批判や揚げ足取りに感じるが、

結果的にその行為が解放同盟ではなく、部

落出身者の首を絞め、部落外の人間が同和

地区を忌避することに繋がる行為に思える。

果たして部落を隠すことがＮＧで、オープ

ンにすることが正解なのだろうか。それで

本当に部落差別はなくなるのだろうか。◇

私のスマホで写真アルバムだけを見ていた

3 歳の娘が動画（youtube）の存在に気づ

いた。一つを再生すると「この動画を見た

人はこういうのも観ていますよ」とズラリ

と画面横に動画一覧が出てくる。まさにあ

りがた迷惑。「少しぐらいなら」という思い

と、「静かにしてくれてるうちに家事をした

い」との思いで動画を見せていると、自分

であれもこれもクリックしていて、気づく

とデータ容量が制限ぎりぎりになっていた。

「ネット環境についていけない、わからない」

と根を上げずに、良い情報も悪い情報も氾

濫するネット社会から子どもを守るために

は、保護者がきちんと使い方を学び、親子

間のルールを設けるのが一番の安全対策で

はないだろうか。◇娘が赤ちゃんのときは、

部屋を真っ暗にしてテレビの音を消して字
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幕で韓ドラを見ながら抱っこで寝かせたり、

出産祝いに頂いたオルゴール音の歌絵本の

「ゆりかごのうた」を歌いながら抱っこで寝

かせるのが日課でした。ある日、保育園の

担任に「ごっこ遊びのときに、人形の背中

をトントンしながら『ゆりかごのうた』を

よく歌ってますよ。園ではほとんど歌わな

い歌なのに」と言われたことがあり、ちゃ

んと覚えているんだなぁと驚きました。桑

高さんのお孫さんもきっと世界各国の音楽

や言語に興味を持つ子に成長なさることで

しょう。◇連続講座は 2 回目となった黒川

みどりさん。『橋のない川』が当時の政争の

具にされたというのが印象的でした。教師

や子どもがことあるごとに「エッタやさか

い」という台詞になんともムカムカした気

持ちにさせられました。悪気はなくとも言

われる側の気は悪いです。灘本さんの報告

は次号に掲載します。◇鄭義信脚本 3 部作

はどの舞台も見ごたえたっぷりだった。石

原さんとは兵庫県立芸術文化センターの催

し作品の話をよくさせてもらう。最終的に

「お金なんぼあっても足りひんわ」と笑う。

臨場感溢れる芝居は五感を刺激してくれる。

体力とお金が続く限り、足を運びたいもの

だ。◇吉田早悠里さんからエチオピアのコー

ヒーが届きました。味が深く、薫り高いコー

ヒーはさすがの一言です。1 月から 6 月

までをほぼエチオピアで過ごし、9 月まで

ウィーンに滞在中とのことです。◇私事で

恐縮ですが、この度、第二子を授かりまし

た。自然妊娠は絶対無理
3 3 3 3

と言われていたの

で、まさかの妊娠に喜びよりも不安しかあ

りませんでした。事実、悪阻とわからず目

まいの症状で耳鼻科を何度か受診する始末。

8 月末から産休に入る予定です。4 年ぶり

の出産、果たしてどうなることやら。【森山】
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人権相談をご利用ください

１．人権ケースワーク事業（豊中市からの受託事業）

●定例相談

とき：月曜・水曜・金曜日の９時～１７時

ところ：蛍池事務所（蛍池人権まちづくりセンター内）

電話：０６－６８４１－２３１５

●出張相談

とき：毎月第２・第４木曜日の１３時～１５時

ところ：豊中市役所第２庁舎１階広報広聴課広報係

２．人権相談（自主事業）

とき：月曜日～土曜日、事務所開設時（９時～１７時）に随時受付

ところ：豊中事務所（豊中人権まちづくりセンター内）

電話：０６－６８４１－５３００

mail：jinken@tcct.zaq.ne.jp　
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